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(57)【要約】
【課題】負極板と正極板の相対的な位置ずれを防止する
ことを可能にし、高性能で信頼性の高い電池を提供する
。
【解決手段】第一電極板２と、第一電極板２を内包する
ように設けられたセパレータ４と、セパレータ４を間に
第一電極板２に重ねて配設される第二電極板１とを備え
るとともに、第二電極板１の少なくとも一部を収容する
収容空間２２を形成し、収容空間２２に収容した状態で
第二電極板１を位置決め保持する電極板保持部２０を備
える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一電極板と、
　前記第一電極板を内包するように設けられたセパレータと、
　前記セパレータを間に前記第一電極板に重ねて配設される第二電極板とを備えるととも
に、
　前記第二電極板の少なくとも一部を収容する収容空間を形成し、前記収容空間に収容し
た状態で前記第二電極板を位置決め保持する電極板保持部を備えていることを特徴とする
電池。
【請求項２】
　請求項１記載の電池において、
　前記第二電極板が略方形板状に形成され、
　前記第二電極板の下側の２つの角部を保持するように前記電極板保持部を設け、且つ前
記第二電極板の上側を保持するように前記電極板保持部あるいは他の電極板保持手段を設
けたことを特徴とする電池。
【請求項３】
　請求項１記載の電池において、
　前記セパレータが前記第一電極板及び前記第二電極板よりも平面形状を大にして形成さ
れ、
　前記セパレータの外周縁側を折り返して前記電極板保持部が形成されていることを特徴
とする電池。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、正極板と負極板とがセパレータを介して積層された電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　実用上用いられる電池として、高出力なリチウムイオン二次電池がある。このリチウム
イオン二次電池の形態としては、略矩形状の正極板と負極板とがセパレータを介して複数
積層される積層型と、一対の帯状の正極板と負極板とがセパレータを介して積層された後
に捲回される捲回型とに大別される（以下、正極板と負極板を総称して「電極板」とも称
する）。これらの電池を構成する正極板及び負極板は、アルミニウム箔や銅箔等の集電体
に、それぞれ正極用、負極用の活物質が塗工されて互いに対向している（例えば、特許文
献１、特許文献２参照）。
【０００３】
　そして、これらの電池では、互いに対向した面（対向面）間、すなわち負極板の面と正
極板の面とで互いに積層方向において重なっている部分の面間でリチウムイオンの授受が
主に行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４２９３２４７号公報
【特許文献２】特開２００９－３０１７９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記構成からなる従来の電池では、電池の使用時に不測の外力等によって、
積層された正極板と負極板との相対位置がずれてしまうことがある。そして、相対位置の
ずれにより、正極板の活物質の塗工面と負極板の活物質の塗工面の積層方向において重な
った部分の面積が減少すると、正極板と負極板の間でリチウムイオンの授受が好適に行え
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ず、所望の電池性能が発揮されなくなってしまう。
【０００６】
　また、正極板１と負極板２の相対位置がずれ、リチウムイオンの授受が好適に行えなく
なることにより、図８（ａ）に示すように、リチウム３が正極板１に析出して突起状に成
長し、セパレータ４を突き破り、短絡を発生させるおそれが生じる。
【０００７】
　さらに、図８（ｂ）に示すように、集電材に塗工した活性物にバリ５が生じている場合
があり、正極板１と負極板２との相対位置がずれるとともに、このバリ５がセパレータ４
を突き破り、短絡を発生させるおそれが生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電池は、第一電極板と、前記第一電極板を内包するように設けられたセパレー
タと、前記セパレータを間に前記第一電極板に重ねて配設される第二電極板とを備えると
ともに、前記第二電極板の少なくとも一部を収容する収容空間を形成し、前記収容空間に
収容した状態で前記第二電極板を位置決め保持する電極板保持部を備えていることを特徴
とする。
【０００９】
　この発明においては、第二電極板の少なくとも一部を収容空間に収容した状態で、電極
板保持部によって第二電極板を前記第一電極板に重なる所定位置に位置決めして保持する
ことができる。これにより、第一電極板と第二電極板との相対的な位置ずれを防止するこ
とが可能になる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の電池においては、第二電極板の少なくとも一部を収容空間に収容した状態で、
電極板保持部によって第二電極板を前記第一電極板に重なる所定位置に位置決めして保持
することができ、第一電極板と第二電極板との相対的な位置ずれを防止することができる
ため、第一電極板と第二電極板（正負の電極板）がずれて所望の電池性能が発揮されなく
なったり、突起状の析出物やバリがセパレータを突き破って、短絡が生じるおそれを解消
することができ、高性能で信頼性の高い電池を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】二次電池を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る電池（電極積層体）を示す正面視図である。
【図３】図２のＸ１－Ｘ１線矢視図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る電池（電極積層体）の変形例を示す正面視図である
。
【図５】本発明の第２実施形態に係る電池（電極積層体）を示す正面視図である。
【図６】図５のＸ１－Ｘ１線矢視図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る電池（電極積層体）のセパレータを示す正面視図で
ある。
【図８】リチウム析出物や活物質のバリがセパレータを突き破った状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図１から図３を参照し、本発明の第１実施形態に係る電池について説明する。な
お、本実施形態では、電池がリチウムイオン二次電池であるものとして説明を行う。また
、本実施形態では、本発明に係る第一電極板を負極板、第二電極板を正極板として説明を
行うが、本発明は第一電極板が正極板、第二電極板が負極板であってもよい。
【００１３】
　本実施形態の電池Ａは、図１から図３に示すように、複数の正極板（第二電極板）１と
、複数の負極板（第一電極板）２と、それぞれの正極板１とそれぞれの負極板２との間に
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配置されるセパレータ（複数の負極板２のそれぞれを覆って内包する袋状セパレータ４）
と、不図示の電解液と、これらを収納する電池缶６とを備えている。
【００１４】
　正極板１は、アルミニウム箔を略矩形状（略方形状）に加工した集電体に、例えば３元
系材料ＬｉＮｉｘＣｏｙＭｎｚＯ２（ｘ＋ｙ＋ｚ＝１）で構成される正極活物質を塗工し
た正極板本体７と、この正極板本体の端部から伸びる正極タブ８とを備えている。
【００１５】
　負極板２は、銅箔を略矩形状（略方形状）に加工した集電体に、例えばカーボン材料（
人造黒鉛等）で構成される負極活物質を塗工した負極板本体９と、この負極板２の端部か
ら伸びる負極タブ１０とを備えている。
【００１６】
　正極板本体７と正極タブ８は、上記した正極活物質が正極板本体７に塗工された後に、
打ち抜き型で打ち抜くことによって一体形成される。同様に、負極板本体９と負極タブ１
０についても、上記した負極活物質が負極板本体９に塗工された後に、打ち抜き型で打ち
抜くことによって一体形成される。なお、正極タブ８と負極タブ１０とを総称して、電極
タブと称する。
【００１７】
　セパレータ４は、多孔質のポリエチレン樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリアミド樹脂等
で形成されている。また、本実施形態では、セパレータ４が、負極板本体９より面積の大
きい略矩形の形状の第一セパレータ１１と、第一セパレータ１１と実質的に同じ形状の第
二セパレータ１２とで、負極板本体９を挟みこんだ上、第一および第二セパレータ１１、
１２の４辺をヒートシーラーで融着（溶着）することで形成される。これにより、負極板
２の負極板本体９が袋状に形成されたセパレータ４に内包される。また、このとき、負極
タブ１０の一部がセパレータ４から外部に露出し、この部分のセパレータの端部がシール
部材１７によってシール処理されている。
【００１８】
　そして、これら正極板１と、負極板２を内包したセパレータ４とを重ねて複数積層する
ことで、電極積層体１３が形成される。なお、図示は省略したが、電極積層体１３の両端
の電極板は袋状のセパレータ４に内包された負極板２であり、電池缶６との短絡を防止し
ている。
【００１９】
　また、正極タブ８は、電池缶６の一面に固定されている正極端子１４とリード１５を介
して電気的に接続され、負極板２の負極タブ１０は、電池缶６の上記一面に固定されてい
る負極端子１６とリード１５を介して電気的に接続される。
【００２０】
　一方、本実施形態の電池Ａは、上記のように正極板１と負極板２とセパレータ４と電解
液と電池缶６を備えるとともに、図２及び図３に示すように、負極板２（負極板本体９）
及びセパレータ４に対して正極板１（正極板本体７）を位置決め保持するための電極板保
持部２０を備えている。
【００２１】
　そして、本実施形態の電極板保持部２０は、平面視直角三角状に形成され、正極板１を
積層する側のセパレータ４の一面４ａの下側に２つ、上側に１つ取り付けられている。こ
のとき、各電極板保持部２０（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）は、例えばセパレータ４と同じ
材料を用いてシート状に形成され、直角部２１を形成する２辺（２１ａ、２１ｂ）側をセ
パレータ４の一面４ａに溶着あるいは接着して取り付けられている。また、各電極板保持
部２０は、セパレータ４の一面４ａとの間に、セパレータ４の一面４ａに固着されていな
い残りの一辺（開口辺２１ｃ）側を通じて外部と連通する収容空間２２を形成して配設さ
れている。
【００２２】
　また、本実施形態において、各電極板保持部２０は、その厚さｔ１（収容空間２２の厚
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さ）が正極板１（正極板本体７）の厚さｔ２と略同等となるように、及び／又は負極タブ
１０の一部がセパレータ４から外部に露出する部分をシールするシール部材１７のセパレ
ータ４の一面４ａから積層方向Ｔ１外側に突出する寸法ｔ３と略同等となるように形成さ
れている。
【００２３】
　さらに、セパレータ４の下側の２つの電極板保持部２０（２０ａ、２０ｂ）は、セパレ
ータ４の上下方向Ｔ２の同位置に配設されるとともに、セパレータ４の横方向Ｔ３の一側
端側と他側端側にそれぞれ所定の間隔をあけて配設されている。このとき、これら２つの
電極板保持部２０（２０ａ、２０ｂ）は、開口辺２１ｃをセパレータ４の中央側に配し、
直角部２１を形成する２辺（２１ａ、２１ｂ）をセパレータ４の側端と下端に沿わせて設
けられている。また、これら２つの電極板保持部２０（２０ａ、２０ｂ）は、横方向Ｔ３
の間隔（収容空間２２の角部同士の間隔）が正極板１（正極板本体７）の横方向Ｔ３の幅
寸法と略同等になるように配設されている。
【００２４】
　一方、セパレータ４の上側の電極板保持部２０（２０ｃ）は、セパレータ４の下側の２
つの電極板保持部２０（２０ａ、２０ｂ）の一方の電極板保持部２０ｂと、横方向Ｔ３の
同位置に配設されるとともに、下側の一方の電極板保持部２０ｂとの上下方向Ｔ２の間に
所定の間隔をあけて配設されている。また、このとき、上側の電極板保持部２０ｃは、開
口辺２１ｃをセパレータ４の中央側に配し、直角部２１を形成する２辺（２１ａ、２１ｂ
）をセパレータ４の側端と上端に沿わせて設けられている。また、上側の電極板保持部２
０ｃは、下側の一方の電極板保持部２０ｂとの上下方向Ｔ２の間隔（収容空間２２の角部
同士の間隔）が正極板１（正極板本体７）の上下方向Ｔ２の寸法と略同等になるように、
配設されている。
【００２５】
　そして、本実施形態の電池Ａにおいては、負極板２及びセパレータ４の所定位置に重ね
て積層した正極板１の下側の２つ角部がそれぞれ、開口辺２１ｃを通じて下側の２つの電
極板保持部２０（２０ａ、２０ｂ）の収容空間２２内に収容されて保持される。また、所
定位置に積層した正極板１の上側の２つの角部の一方が、開口辺２１ｃを通じてセパレー
タ４の上側の１つの電極板保持部２０（２０ｃ）の収容空間２２内に収容されて保持され
る。
【００２６】
　これにより、正極板１と、負極板２を内包したセパレータ４とを重ねて電極積層体１３
を形成した状態で、正極板１の下側の２つの角部と上側の１つの角部が電極板保持部２０
に保持され、隣り合うセパレータ４と正極板１を位置決め保持することができ、結果とし
て負極板２と正極板１の相対的な位置ずれを防止することが可能になる。また、本実施形
態では、正極板１の３つの角部が電極板保持部２０で保持されていることにより、電池Ａ
の製造時や運搬・使用時に電極積層体１３が斜めになったり、上下逆さになるなどしても
、正極板１が負極板２に対して位置ずれすることを確実に防止できる。
【００２７】
　したがって、従来のように負極板２と正極板１がずれて所望の電池性能が発揮されなく
なったり、突起状のリチウム析出物３や活物質のバリ５がセパレータ４を突き破って、短
絡が生じるおそれを解消することができ、高性能で信頼性の高い電池Ａを提供することが
可能になる。
【００２８】
　以上、本発明に係る電池の第１実施形態について説明したが、本発明は上記の第１実施
形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００２９】
　例えば、本実施形態では、正極板１の下側の２つの角部と上側の１つの角部を電極板保
持部２０で保持することにより、正極板１が負極板２に対して位置ずれすることを防止で
きるものとして説明を行った。これに対し、例えば図４に示すように、正極板１の下側の
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２つの角部を電極板保持部２０（２０ａ、２０ｂ）で保持するとともに、セパレータ４の
一面４ａから積層方向外側に突設した係止部（他の電極板保持手段）２３によって正極板
１（正極板本体７）の上側を係止して保持するように構成してもよい。この場合において
も、本実施形態と同様に、正極板１の下側の２箇所と上側の１箇所が電極板保持部２０と
係止部（他の電極板保持手段）２３で保持されるため、電池Ａの製造時や運搬・使用時に
電極積層体１３が斜めになったり、上下逆さになるなどしても、正極板１が負極板２に対
して位置ずれすることを確実に防止することが可能である。
【００３０】
　また、本実施形態では、電池Ａがリチウムイオン二次電池であるものとして説明を行っ
たが、本発明は、リチウムイオン二次電池以外の他の二次電池や、一次電池など、セパレ
ータ４を介して正極板１と負極板２とが積層されるあらゆる電池に適用可能である。
【００３１】
　次に、図５から図７を参照し、本発明の第２実施形態に係る電池について説明する。こ
こで、本実施形態では、第１実施形態に対し電極板保持部の構成が異なり、他の構成は第
１実施形態とほぼ同様であるため、第１実施形態と同様の構成に対して同一符号を付して
その詳細な説明を省略する。
【００３２】
　本実施形態の電池Ｂは、第１実施形態と同様、正極板１と負極板２とセパレータ４と電
解液と電池缶６を備えるとともに、負極板２及びセパレータ４に対して正極板１を位置決
め保持するための電極板保持部を備えている。
【００３３】
　一方、本実施形態の電極積層体１３は、図５及び図６に示すように、セパレータ４が、
負極板２及び正極板１（負極板本体９及び正極板本体７）よりも面積の大きい略矩形状に
形成されるとともに、その外周縁側（外周縁を形成する４辺側）に、正極板１を積層する
セパレータ４の一面４ａから積層方向外側に突出し、外周縁に沿って延びる電極板保持部
３０が形成されている。
【００３４】
　本実施形態においては、図７に示すように、予め外周縁側に折曲部３１を設けてセパレ
ータ４を形成しておき、これら折曲部３１をセパレータ４の一面４ａ側に折り曲げること
によって電極板保持部３０が形成される。また、このとき、セパレータ４の折曲部３１の
厚さ寸法及び長さ寸法（各辺から外側に突出する突出寸法）を予め所定の寸法に設定して
おく。これにより、電極板保持部３０で囲まれてセパレータ４の一面４ａ側に形成される
収容空間２２が、正極板１（正極板本体７）の平面形状と略同等の大きさの平面形状とな
るように形成される。また、本実施形態の収容空間２２は、その厚さ（深さ）が、正極板
１の厚さと略同等となるように形成される。
【００３５】
　そして、本実施形態の電池Ｂは、セパレータ４の外周縁側に設けた電極板保持部３０に
よって形成された収容空間２２内に正極板１を収容して負極板２及びセパレータ４の所定
位置に重ねて積層する。これにより、正極板１は、その外周端側が電極板保持部３０に係
止されて、収容空間２２内で保持される。
【００３６】
　よって、本実施形態の電池Ｂにおいては、正極板１と、負極板２を内包したセパレータ
４とを重ねて電極積層体１３を形成した状態で、正極板１が電極板保持部３０に保持され
、隣り合うセパレータ４と正極板１を位置決め保持することができ、結果として負極板２
と正極板１の相対的な位置ずれを防止することが可能になる。また、本実施形態では、正
極板１の外周端側が電極板保持部３０で保持されることにより、電池Ｂの製造時や運搬・
使用時に電極積層体１３が斜めになったり、上下逆さになるなどしても、正極板１が負極
板２に対して位置ずれすることを確実に防止できる。
【００３７】
　したがって、従来のように負極板２と正極板１がずれて所望の電池性能が発揮されなく
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なったり、突起状のリチウム析出物３や活物質のバリ５がセパレータ４を突き破って、短
絡が生じるおそれを解消することができ、高性能で信頼性の高い電池Ａを提供することが
可能になる。
【００３８】
　以上、本発明に係る電池の第２実施形態について説明したが、本発明は上記の第２実施
形態に限定されるものではなく、第１実施形態の変更例を含め、その趣旨を逸脱しない範
囲で適宜変更可能である。
【００３９】
　例えば、正極板１の外周縁側を係止して正極板１を位置決め保持することが可能であれ
ば、電極板保持部３０の数を限定しなくてもよい。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　正極板（第二電極板）
２　　　負極板（第一電極板）
３　　　リチウム
４　　　セパレータ
４ａ　　一面
５　　　バリ
６　　　電池缶
７　　　正極板本体
８　　　正極タブ
９　　　負極板本体
１０　　負極タブ
１１　　第一セパレータ
１２　　第二セパレータ
１３　　電極積層体
１４　　正極端子
１５　　リード
１６　　負極端子
１７　　シール部材
２０　　電極板保持部
２０ａ　電極板保持部
２０ｂ　電極板保持部
２０ｃ　電極板保持部
２２　　収容空間
２３　　係止部（他の電極板保持手段）
３０　　電極板保持部
３１　　折曲部
Ａ　　　電池
Ｂ　　　電池
Ｔ１　　厚さ方向（積層方向）
Ｔ２　　上下方向
Ｔ３　　横方向
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